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川内原子力発電所の概要 

 

川内原子力発電所（外観） 原子力災害対策重点区域 

  

 

区 分 １号機 ２号機 

位 置 鹿児島県 摩川内市 久見崎町 字片平山 １７６５番地３ 

用 地 面 積 約１４５万平方メートル（埋立面積約１０万平方メートルを含む。） 

電 気 出 力 ８９万キロワット ８９万キロワット 

原 子 炉 形 式 
軽水減速・軽水冷却加圧水型 

（ＰＷＲ） 

軽水減速・軽水冷却加圧水型 

（ＰＷＲ） 

燃料 

種 別 
低濃縮（約４～５％） 

二酸化ウラン 

低濃縮（約４～５％） 

二酸化ウラン 

装荷量 約７４トン 約７４トン 

営業運転開始 昭和５９年７月４日 昭和６０年１１月２８日 

 

軽水減速・軽水冷却加圧水型（ＰＷＲ）の仕組み 

 軽水炉のうち、炉内の圧力を

高め冷却水を沸騰させない炉型

を加圧水型炉（ＰＷＲ）という。  

 この型式では、原子炉の中で

発生した高温高圧の熱水を蒸気

発生器に送り、そこで別の系統

を流れている水を蒸気に変えて

タービンに送る。 

原子力船や原子力潜水艦はこ

の型式である。  
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防護措置の枠組み等 

 

区  分 内 容 等 

全  般 

避 難 等 の 

意 思 決 定 

緊急事態区分、原子力災害対策重点区域（ＰＡＺ・ＵＰＺ）、判断基

準（ＥＡＬ・ＯＩＬ）等の組み合わせに応じて決定 

放射性物質 

放 出 前 

原子力施設の状況（ＥＡＬ）に応じて段階的に防護措置を実施 

・ Ｇ  Ｅ → ＰＡＺ内：避難、ＵＰＺ内：屋内退避 

放射性物質 

放 出 後 

計測可能な値に基づく基準（ＯＩＬ）により実施要否を判断 

・ ＯＩＬ１ → 緊急防護措置（避難等） 

・ ＯＩＬ２ → 早期防護措置（一時移転等） 
 

放射性物質 

放 出 前 

（ 基 準 ） 

区 域 防護措置 Ａ Ｌ Ｓ Ｅ Ｇ Ｅ 

ＰＡＺ 
避難 

施設敷地緊急事態要避難者 （準 備） 実 施 

上記以外 － 準 備 実 施 

安定ヨウ素剤の服用 － 準 備 実施（服用） 

ＵＰＺ 

屋内退避 － 準 備 実 施 

避 難 － － 準 備 

安定ヨウ素剤の緊急配布 － － 準 備 

一時移転、地域生産物の摂取制限 － － 準 備 

避難退避時検査等及び除染 － － 準 備 

甲状腺被ばく線量モニタリング － － 準 備 

飲食物摂取制限 － － 準 備 

共 通 緊急時モニタリング （準 備） 実 施 
 

放射性物質 

放 出 後 

（ 基 準 ） 

区 域 防護措置 

ＧＥ 

放出前 

（ＥＡＬ） 

放出後の判断基準 

OIL１ OIL2 OIL4 スクリーニング基準 OIL6 

ＵＰＺ 

屋内退避 実 施 － － － － － 

避 難 準 備 実 施 － － － － 

安定ヨウ素剤の 
緊急配布 準 備 状況に応じて実施 － － － 

一時移転 
地域生産物の摂取制限 準 備 － 実 施 － － － 

避難退域時検査 
及び簡易除染 準 備 避難退域時検査実施 除染実施 － － 

甲状腺被ばく線量 
モニタリング 準 備 

甲状腺被ばく線量 
モニタリング実施 － － － 

飲食物摂取制限 準 備 － － － 
測定地域
絞り込み 実 施 

 

用語の意味 

Ａ Ｌ：警戒事態（Alert） 
Ｓ Ｅ：施設敷地緊急事態（原災法１０条相当事象）（Site Area Emergency） 
Ｇ Ｅ：全面緊急事態（原災法１５条相当事象）（General Emergency） 
ＥＡＬ：緊急時活動レベル（Emergency Action Level） 
ＯＩＬ：運用上の介入レベル（Operational Intervention Level） 
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防護措置実施のフローの例 
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川内原子力発電所におけるＥＡＬについて 

 

川内原子力発電所における警戒事態を判断するＥＡＬ（１／２） 

１．原子炉停止機能の異常又は異常のおそれ（ＡＬ１１） 

原子炉の運転中に原子炉保護回路の１チャンネルから原子炉停止信号が発信され、

その状態が一定時間継続された場合において、当該原子炉停止信号が発信された原因

を特定できないこと又は原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉制御室から

の制御棒の挿入操作により、原子炉を停止することができないこと若しくは停止した

ことを確認することができないこと。 

２．原子炉冷却材の漏えい（ＡＬ２１） 

原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こ

り、定められた時間内に定められた措置を実施できないこと又は原子炉の運転中に非

常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生すること。 

３．蒸気発生器給水機能喪失のおそれ（ＡＬ２４） 

原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての主給水が停止した場合において、電動補助

給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプによる給水機能が喪失すること。 

４．非常用交流高圧母線喪失又は喪失のおそれ（ＡＬ２５） 

非常用交流母線が一となった場合において、当該非常用交流母線に電気を供給する

電源が一となる状態が１５分間以上継続すること。全ての非常用交流母線からの電気

の供給が停止すること又は外部電源喪失が３時間以上継続すること。 

５．停止中の原子炉冷却機能の一部喪失（ＡＬ２９） 

原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失すること。 

６．使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ（ＡＬ３０） 

使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること。 

７．単一障壁の喪失又は喪失のおそれ（ＡＬ４２） 

燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること又は燃料被

覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失すること。 
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川内原子力発電所における警戒事態を判断するＥＡＬ（２／２） 

８．原子炉制御室他の機能喪失のおそれ（ＡＬ５１） 

原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼ

す可能性が生じること。 

９．所内外通信連絡機能の一部喪失（ＡＬ５２） 

原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信

のための設備の一部の機能が喪失すること。 

10．重要区域での火災・溢水による安全機能の一部喪失のおそれ（ＡＬ５３） 

重要区域において、火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失するお

それがあること。 

11．外的事象（自然災害）の発生 

（１）大地震の発生 

当該原子力事業所所在市町村において、震度６弱以上の地震が発生した場合 

（注）事業者からの連絡は不要 

 

（２）大津波警報の発表 

当該原子力事業所所在市町村沿岸を含む津波予報区において、大津波警報が発表

された場合 

（注）事業者からの連絡は不要 

 

（３）外的事象の発生（自然災害） 

当該原子炉施設において、新規制基準で定める設計基準を超える外部事象が発生

した場合（竜巻、洪水、台風、火山等） 

12．原子力規制委員会委員長又は委員長代行が警戒本部の設置を判断した場合 

その他、原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがある

ことを認知した場合など委員長又は委員長代行が、警戒本部の設置が必要と判断した

場合（注）事業者からの連絡は不要 

13．その他、原子炉施設の重要な故障等 

原子力規制庁オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等

が発生した場合 

（注）事業者からの連絡は不要 
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川内原子力発電所における施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ（１／５） 

１．敷地境界付近の放射線量の上昇（ＳＥ０１） 

【政令第４条第４項第１号】（１）又は（２）のいずれかに該当する場合 

（１）「原災法」第１１条第１項の規定により設置された放射線測定設備の一又は二以

上について、ガンマ線で５μSv/h以上の放射線量が検出されたこと。 

ただし、落雷のときに検出された場合又は全ての排気筒モニタ及び原子炉又は使

用済燃料貯蔵槽から放出される放射線を測定するための全てのエリアモニタリング

設備により検出された数値に異常が認められないものとして、原子力規制委員会へ

報告した場合は除く。 

 

（２）「原災法」第１１条第１項の規定により設置された放射線測定設備の全てについ

て５μSv/hを下回っている場合において、当該放射線測定設備の一又は二以上につ

いて、ガンマ線で１μSv/h以上を検出したときは、１μSv/h以上を検出した放射線

測定設備における放射線量と原子炉の運転等のための施設の周辺において測定した

中性子線量の合計が５μSv/h以上となったこと。 

２．通常放出経路での気体放射性物質の放出（ＳＥ０２） 

【政令第４条第４項第２号通報事象等規則第５条第１項第１号～３号】 

当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒その他これに類す

る場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射

能水準が５μSv/hに相当するものとして「通報事象等規則」第５条第１項で定める基

準以上の放射性物質が１０分間以上継続して検出されたこと。 

３．通常放出経路での液体放射性物質の放出（ＳＥ０３） 

【政令第４条第４項第２号通報事象等規則第５条第１項第１号～３号】 

当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排水口その他これに類す

る場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射

能水準が５μSv/hに相当するものとして「通報事象等規則」第５条第１項で定める基

準以上の放射性物質が１０分間以上継続して検出されたこと。 
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川内原子力発電所における施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ（２／５） 

４．火災爆発等による管理区域外での放射線の放出（ＳＥ０４） 

【政令第４条第４項第３号イ】 

当該原子力事業所の区域内の場所のうち、原子炉の運転等のための施設の内部に設

定された管理区域外の場所において、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の

際に５０μSv/h以上の放射線量の水準が１０分間以上継続して検出されたこと。又は

火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合

であって、その状況に鑑み、上記の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合 

５．火災爆発等による管理区域外での放射性物質の放出（ＳＥ０５） 

【政令第４条第４項第３号ロ】 

当該原子力事業所の区域内の場所のうち、原子炉の運転等のための施設の内部に設

定された管理区域外の場所において、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の

際に当該場所における放射能水準が５μSv/hの放射線量に相当するものとして、空気

中の放射性物質について、｢通報事象等規則｣第６条第２項に定める基準以上の放射性

物質の濃度の水準が検出されたこと。又は火災、爆発その他これらに類する事象の状

況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記

の放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合 

６．施設内（原子炉外）臨界事故のおそれ（ＳＥ０６） 

【通報事象等規則第７条第２号】 

原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体及び再処理施設の内部を除く。）

において、核燃料物質の形状による管理、質量による管理その他の方法による管理が

損なわれる状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態にあること。 

７．原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による一部注水不能（ＳＥ２１） 

【通報事象等規則第７条第１号の表ロの項（１）】 

原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが

発生した場合において、非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備のう

ち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできない

こと。 

８．蒸気発生器給水機能の喪失（ＳＥ２４） 

【通報事象等規則第７条第１号の表ロの項（２）】 

原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失すること。 
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川内原子力発電所における施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ（３／５） 

９．非常用交流高圧母線の３０分間以上喪失（ＳＥ２５） 

【通報事象等規則第７条第１号の表ロの項（３）】 

全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止しかつその状態が３０分間以上継続

すること。 

10．直流電源の部分喪失（ＳＥ２７） 

【通報事象等規則第７条第１号の表ロの項（４）】 

非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が

一となる状態が５分間以上継続すること。 

11．停止中の原子炉冷却機能の喪失（ＳＥ２９） 

【通報事象等規則第７条第１号の表ロの項（５）】 

原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。 

12．使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失（ＳＥ３０） 

【通報事象等規則第７条第１号の表ロの項（６）】 

使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと又は当該貯蔵槽の水位を維持できてい

ないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。 

13．格納容器健全性喪失のおそれ（ＳＥ４１） 

【通報事象等規則第７条第１号の表ロの項（10）】 

原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停

止中において想定される上昇率を超えること。 

14．２つの障壁の喪失又は喪失のおそれ（ＳＥ４２） 

【通報事象等規則第７条第１号の表ロの項（12）】 

燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれが

あること。燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること又

は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合におい

て、原子炉格納容器の障壁が喪失すること。 
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川内原子力発電所における施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ（４／５） 

15．原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用（ＳＥ４３） 

【通報事象等規則第７条第１号の表ロの項（11）】 

炉心の損傷が発生していない場合において、原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用

すること。 

16．原子炉制御室他の一部機能喪失・警報喪失（ＳＥ５１） 

【通報事象等規則第７条第１号の表ロの項（７）】 

原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制

御に支障が生じること又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に

おいて、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施

設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。 

17．所内外通信連絡機能の全ての喪失（ＳＥ５２） 

【通報事象等規則第７条第１号の表ロの項（８）】 

原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信

のための設備の全ての機能が喪失すること。 

18．火災・溢水による安全機能の一部喪失（ＳＥ５３） 

【通報事象等規則第７条第１号の表ロの項（９）】 

火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。 

19．防護措置の準備及び一部実施が必要な事象発生（ＳＥ５５） 

【通報事象等規則第７条第１号の表ロの項（13）】 

その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあるこ

と等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され又は放出されるおそれがあり

原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の

実施を開始する必要がある事象が発生すること。 
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川内原子力発電所における施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ（５／５） 

20．事業所外運搬での放射線量の上昇（ＸＳＥ６１） 

【政令第４条第４項第４号外運搬通報命令第２条第１項、第２項】 

火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に事業所外運搬に使用する容器か

ら１ｍ離れた場所において、１００μSv/h以上の放射線量が検出されたこと。 

火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場

合であって、その状況に鑑み、上記の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合

には、当該放射線量の水準が検出されたものとみなす。 

（注）事業所外運搬については、原子力災害対策指針表２に記載なし 

21．事業所外運搬での放射性物質の漏えい（ＸＳＥ６２） 

【政令第４条第４項第５号外運搬通報命令第３条】 

火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に当該事象に起因して、事業所外

運搬に使用する容器から放射性物質が漏えいすること又は当該漏えいの蓋然性が高い

状態にあること。 

（注）事業所外運搬については、原子力災害対策指針表２に記載なし 

 

・ 「政令」とは、「原子力災害対策特別措置法施行令」をいう。 

 

・ 「通報事象等規則」とは、「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が

通報すべき事象等に関する規則」をいう。 

 

・ 「外運搬通報命令」とは、「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が

通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する命令」をいう。 
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川内原子力発電所における全面緊急事態を判断するＥＡＬ（１／４） 

１．敷地境界付近の放射線量の上昇（ＧＥ０１） 

【政令第６条第３項第１号】（１）若しくは（２）又は（３）のいずれかに該当する

場合 

（１）「原災法」第１１条第１項の規定により、設置された放射線測定設備が二地点以

上において又は１０分間以上継続してガンマ線で５μSv/h以上が検出されたこと。 

ただし、落雷のときに検出された場合又は全ての排気筒モニタ及び原子炉又は使

用済燃料貯蔵槽から放出される放射線を測定するための全てのエリアモニタリング

設備により、検出された数値に異常が認められないものとして原子力規制委員会へ

報告した場合は除く。 

（２）「原災法」第１１条第１項の規定により、設置された放射線測定設備の全てにつ

いて５μSv/hを下回っている場合において、当該放射線測定設備の一又は二以上に

ついて、ガンマ線で１μSv/h以上を検出したときは、１μSv/h以上を検出した放射

線測定設備における放射線量と原子炉の運転等のための施設の周辺において測定し

た中性子線量の合計が１０分間以上継続して５μSv/h以上となったこと。 

（３） 所在都道府県知事又は関係都道府県知事がその都道府県の区域内に設置した放射

線測定設備であって、「原災法」第１１条第１項の放射線測定設備の性能に相当す

る性能を有するものが、二地点以上において又は１０分間以上継続して、ガンマ線

で５μSv/h以上が検出されたこと。ただし、落雷のときに検出された場合は除く。 

２．通常放出経路での気体放射性物質の放出（ＧＥ０２） 

【政令第６条第４項第１号通報事象等規則第１２条第１項】 

当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒その他これに類す

る場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射

能水準が５μSv/hに相当するものとして「通報事象等規則」第５条第１項で定める基

準以上の放射性物質が１０分間以上継続して検出されたこと。 

３．通常放出経路での液体放射性物質の放出（ＧＥ０３） 

【政令第６条第４項第１号通報事象等規則第１２条第１項】 

当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排水口その他これに類す

る場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射

能水準が５μSv/hに相当するものとして「通報事象等規則」第５条第１項で定める基

準以上の放射性物質が１０分間以上継続して検出されたこと。 

４．火災爆発等による管理区域外での放射線の異常放出（ＧＥ０４） 

【政令第６条第３項第２号】 

当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定

された管理区域外の場所において、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際

に５mSv/h以上の放射線量の水準が１０分間以上継続して検出されたこと。又は火災、

爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であっ

て、その状況に鑑み、上記の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合 
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川内原子力発電所における全面緊急事態を判断するＥＡＬ（２／４） 

５．火災爆発等による管理区域外での放射性物質の異常放出（ＧＥ０５） 

【政令第６条第４項第２号】 

当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定

された管理区域外の場所において、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際

に当該場所における放射能水準が５００μSv/hの放射線量に相当するものとして、空

気中の放射性物質について「通報事象等規則」第６条第２項に定める基準の１００倍

以上の放射性物質の濃度の水準が検出されたこと。又は火災、爆発その他これらに類

する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況

に鑑み、上記の放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合 

６．施設内（原子炉外）での臨界事故（ＧＥ０６） 

【政令第６条第４項第３号】 

原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体の内部を除く。）において、核

燃料物質が、臨界状態（原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。）にある

こと。 

７．全ての原子炉停止操作の失敗（ＧＥ１１） 

【通報事象等規則第14条の表ロの項（１）】 

原子炉の非常停止が必要な場合において、全ての停止操作により原子炉を停止する

ことができないこと又は停止したことを確認することができないこと。 

８．原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による注水不能（ＧＥ２１） 

【通報事象等規則第14条の表ロの項（２）】 

原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが

発生した場合において、全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設

備による注水が直ちにできないこと。 

９．蒸気発生器給水機能喪失後の非常用炉心冷却装置注水不能（ＧＥ２４） 

【通報事象等規則第14条の表ロの項（３）】 

原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失した場合において、全ての

非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできない

こと。 

10．非常用交流高圧母線の１時間以上喪失（ＧＥ２５） 

【通報事象等規則第14条の表ロの項（５）】 

全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止しかつその状態が１時間以上継続す

ること。 
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川内原子力発電所における全面緊急事態を判断するＥＡＬ（３／４） 

11．全直流電源の５分間以上喪失（ＧＥ２７） 

【通報事象等規則第14条の表ロの項（６）】 

全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止しかつその状態が５分間以上継続す

ること。 

12．炉心損傷の検出（ＧＥ２８） 

【通報事象等規則第14条の表ロの項（７）】 

炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の出口温度

を検知すること。 

13．停止中の原子炉冷却機能の完全喪失（ＧＥ２９） 

【通報事象等規則第14条の表ロの項（８）】 

蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器の水位を下げた状態で、当該

原子炉から残留熱を除去する機能が喪失しかつ燃料取替用水貯蔵槽からの注水ができ

ないこと。 

14．使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出（ＧＥ３０） 

【通報事象等規則第14条の表ロの項（９）】 

使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方２メートルの水位まで

低下すること又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽

の水位を測定できないこと。 

15．格納容器圧力の異常上昇（ＧＥ４１） 

【通報事象等規則第14条の表ロの項（４）】 

原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高

使用温度に達すること。 

16．２つの障壁の喪失及び１つの障壁の喪失又は喪失のおそれ（ＧＥ４２） 

【通報事象等規則第14条の表ロの項（11）】 

燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容

器の障壁が喪失するおそれがあること。 
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川内原子力発電所における全面緊急事態を判断するＥＡＬ（４／４） 

17．原子炉制御室他の機能喪失・警報喪失（ＧＥ５１） 

【通報事象等規則第14条の表ロの項（10）】 

原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなることにより原子炉を

停止する機能及び冷温停止状態を維持する機能が喪失すること又は原子炉若しくは使

用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設

の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の全ての機能が

喪失すること。 

18．住民の避難を開始する必要がある事象発生（ＧＥ５５） 

【通報事象等規則第14条の表ロの項（12）】 

その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物

質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され又は放出されるおそれがあり

原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 

19．事業所外運搬での放射線量の異常上昇（ＸＧＥ６１） 

【政令第６条第３項第３号】 

火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に事業所外運搬に使用する容器か

ら１ｍ離れた場所において、１０mSv/h以上の放射線量が検出されたこと。 

火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場

合であって、その状況に鑑み、上記の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合

には、当該放射線量の水準が検出されたものとみなす。 

（注）事業所外運搬については、原子力災害対策指針表２に記載なし。 

20．事業所外運搬での放射性物質の異常漏えい（ＸＧＥ６２） 

【政令第６条第４項第４号外運搬通報命令第４条】 

火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に当該事象に起因して、放射性物

質の種類に応じ、「外運搬通報命令」第４条に規定する量の放射性物質が事業所外運

搬に使用する容器から漏えいすること又は当該漏えいの蓋然性が、高い状態にあるこ

と。 

（注）事業所外運搬については、原子力災害対策指針表２に記載なし。 
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ＯＩＬと防護措置について 

基準の種類、概要 初期設定値 防護措置の概要 

緊

急

防

護

措

置 

Ｏ

Ｉ

Ｌ 

 

１ 

地表面からの放射線、再浮遊

した放射性物質の吸入、不注意

な経口摂取による被ばく影響

を防止するため、住民等を数時

間内に避難や屋内退避等させ

るための基準 

５００ μSv/h 

（※１） 

数時間内を目途に区域を特定

し、避難等を実施（移動が困難

な者の一時屋内退避を含む） 

Ｏ

Ｉ

Ｌ 

 

４ 

不注意な経口摂取、皮膚汚染

からの外部被ばくを防止する

ため、除染を講ずるための基準 

β線：４０,０００ cpm 

（※２） 

避難又は一時移転の基準に基

づいて避難等した避難者等に避

難退域時検査を実施して、基準

を超える際は迅速に簡易除染等

を実施 

β線：１３,０００ cpm 

【（※２）１ヶ月後の値】 

早

期

防

護

措

置 

Ｏ

Ｉ

Ｌ 

 

２ 

地表面からの放射線、再浮遊

した放射性物質の吸入、不注意

な経口摂取による被ばく影響

を防止するため、地域生産物の

摂取を制限するとともに住民

等を１週間程度内に一時移転

させるための基準 

２０ μSv/h 

（※１） 

１日内を目途に区域を特定

し、地域生産物の摂取を制限す

るとともに１週間程度内に一時

移転を実施 

飲

食

物

摂

取

制

限 

飲食物

に係る 

スクリ

ーニン

グ基準 

ＯＩＬ６による飲食物の摂

取制限を判断する基準として、

飲食物中の放射性核種濃度測

定を実施すべき地域を特定す

る際の基準 

０.５ μSv/h 

（※１） 

数日内を目途に飲食物中の放

射性核種濃度を測定すべき区域

を特定 

Ｏ

Ｉ

Ｌ 

 

６ 

経口摂取による被ばく影響

を防止するため、飲食物の摂取

を制限する際の基準 

《下表参照》 

１週間内を目途に飲食物中の

放射性核種濃度の測定と分析を

行い基準を超えるものにつき摂

取制限を迅速に実施 

   

核 種 飲料水、牛乳・乳製品 野菜類、穀類、肉、卵、魚等 

放射性ヨウ素 ３００ 

Bq/kg 

２,０００ 

Bq/kg 
放射性セシウム ２００ ５００ 

プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種 １ １０ 

ウラン ２０ １００ 

※１：地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率 

※２：皮膚から数㎝での検出器の計数率 
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避難にあたっての住民等への指示事項 

 

 

１ 避難対象区域の住民等への指示事項 

避難を実施する場合には、避難区域内の住民等に対し、次の事項を正確かつ簡潔に伝

え指示の徹底を図る。 

 

① 電気・ガス及び水道の元栓を閉める。 

② 戸締りをする。 

③ 落ち着いて行動する。 

④ 自家用車がある場合には自家用車を利用する。ない場合には、近所の方の自家 

用車に同乗するか又は集合場所に集合し、用意されるバス等を利用する。 

⑤ 各避難所（施設）ごとに決められた避難経路を移動する。 

⑥ 避難経路においては、誘導員の指示に従う。 

⑦ 住所地でない方については、自宅等への帰路につくか、少なくとも原子力発電 

所から３０キロ圏外へ移動する。 

３０キロ圏外へ移動できない場合は、最寄りの集合場所へ移動する。 

 

２ 屋内退避対象地域の住民等への指示事項 

屋内退避を実施する場合には、屋内退避区域内の住民等に対し、次の事項を正確かつ

簡潔に伝え指示の徹底を図る。 

 

① 住民は、原則として屋内にとどまる。 

② 全ての窓、扉等の開口部を閉じ、全ての空調設備、換気扇等を止めて、屋内へ 

の外気の流入を防止する。 

③ なるべく外気の流入する個所を離れて、屋内の中央にとどまる。 

④ 食料品の容器には、フタやラップをする。 

⑤ テレビ・ラジオ・防災行政無線等による行政機関からの指示・伝達又は災害情 

報に留意する。 

⑥ 電話による行政機関への問い合わせは、極力控える。 

⑦ どうしても自主避難する場合は、自治会長等に避難先を伝え避難する。 

⑧ 住所地でない方については、速やかに自宅等への帰路につくか、少なくとも原 

子力発電所から３０キロ圏外へ移動する。 

３０キロ圏外へ移動できない場合は、最寄りの公共施設等へ退避する。 
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避難の指示等を広報・伝達する者が特に留意すべき点 

 

１ 全 般 

避難の指示等の広報・伝達にあたり、社会的混乱を招かないよう住民等が落ち着いて

行動することを周知するとともに次の点に留意して広報・伝達する。 

 

① 事実を伝えること。 

② 最新の情報であること。 

③ 正確に伝えること。 

④ 簡潔に伝えること。 

⑤ 明瞭に伝えること。 

⑥ 礼儀正しく伝えること。 

⑦ 必要な情報は省略せず伝えること。 

⑧ あいまいな情報は慎むこと。 

⑨ 繰り返し伝えること。 

 

２ 細部事項 

広報する事項は、概ね次のとおりとする。 

 

① 事故が発生した施設名、所在地、事故の発生日時及び事故の概要 

② 事故の状況と今後の予測 

③ 原子力発電所における対策状況 

④ 行政機関の対策状況 

⑤ 対象住民等がとるべき行動 

⑥ 避難対象区域又は屋内退避区域 

⑦ その他必要と認める事項 
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避難所における住民等に対する留意事項 

 

 

避難所の住民に対し、次の事項を正確かつ簡潔に伝え、住民の不安を取り除くよう努

める。 

 

 

□ 避難所においては、相互に助け合うとともに避難所責任者の指示に従い、冷静に行動

するようお願いする。 

 

 

□ 避難状況の把握への協力をお願いする。 

なお、避難所を離れる場合には、避難所責任者へその旨報告するようお願いする。 

 

 

□ 健康調査等を行う場合には、協力をお願いする。 

 

 

□ 不審な情報は、関係市町・警察等に確認する。 

また、避難住民に対し、放射線被ばくなどに対する言われなき、誹謗、中傷、差別と

いった事態が起こらないよう配慮する。 
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